
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下記式（１）
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
式中、Ｒ１ は、水素原子または炭素原子数１～５のアルキル基を示し、Ｒ２ は、水素原子
、メチル基またはエチル基を示しそしてｍは１～８の整数を示す、
で表される構造単 モル％以上と上記式（１）で表わされる構造単位以外の構造単位
７０モル％以下からなる共重合体、ここで、上記式（１）で表わされる構造単位以外の構
造単位は、

（メタ）アクリル酸メチ
ル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸－２－
エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシ
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位３０

メタクリル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンに由来するか、また
はメタクリル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンと、

ル、ア



クリル酸ジシクロペンタニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニルオキシエチル、（
メタ）アクリル酸イソボニ －メチルスチレン、ｐ－メチルスチレンおよびビニルナ
フタレンよりなる群から選ばれる少なくとも１種の単量体 に由来する、
　（Ｂ）多価カルボン酸無水物および多価カルボン酸から選択される少なくとも１種の化
合物並びに
　（Ｃ）下記式（２）
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、Ｒ３ とＲ４ は、互いに独立に、下記式（３）
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
ここでＲ７ は水素原子、炭素数１～５の炭化水素基またはハロゲン原子である、
で表される基および下記式（４）
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
ここでＲ７ の定義は上記に同じである、
で表される基よりなる群から選ばれる基であり、そしてＲ５ およびＲ６ は、互いに独立に
、水素原子、炭素数１～５の炭化水素基またはハロゲン原子である、
で表される、エポキシ基を有する化合物、
を含有してなることを特徴とする硬化性組成物。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　保護膜形成用である請求項１に記載の硬化性樹脂組 物。
【請求項５】
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ル、α
と

上記式（１）で表わされる構造単位以外の構造単位がメタクリル酸ジシクロペンタニル
および／またはスチレンに由来する請求項１に記載の硬化性組成物。

共重合体（Ａ）１００重量部、多価カルボン酸無水物および多価カルボン酸から選択さ
れる少なくとも１種の化合物（Ｂ）１～１００重量部およびエポキシ基を有する化合物（
Ｃ）５～１００重量部を含有する請求項１または２に記載の硬化性樹脂組成物。

成



　
【請求項６】
　請求項１に記載の硬化性樹脂組成物の塗膜を基板上に形成し、次いで加熱処理すること
を特徴とする保護膜の形成方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の硬化性樹脂組成物から形成された保護膜。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、硬化性組成物 に関する。さらに詳しくは、光デ
バイス用保護膜形成材料として好適な熱硬化性組成物 に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示素子、固体撮像素子などの光デバイスは、製造工程中に、例えば溶剤、酸、アル
カリ溶液などに浸漬処理されたり、配線電極層を製膜する際にスパッタリングにより表面
が局部的に高温加熱されるなどの苛酷な処理を受けることがある。このため、これら素子
には、製造時の変質を防ぐためにその表面に保護膜が設けられる場合がある。
【０００３】
この保護膜には、上記のような処理に耐えうる諸特性が要求され、具体的には、基体また
は下層との密着性に優れていること、平滑で表面硬度が高いこと、透明性に優れているこ
と、長期に亘って着色、黄変、白化等の変質がないように耐熱性および耐光性に優れてい
ること、耐溶剤性、耐酸性、耐アルカリ性などの耐薬品性や耐水性に優れていることなど
が要求される。
【０００４】
一方、このような保護膜をカラー液晶表示素子のカラーフィルターに適用する場合には、
一般的に下地基板であるカラーフィルターの段差を平坦化できることが望まれている。特
にＳＴＮ方式のカラー液晶表示素子を製造する際には、カラーフィルターと対向基板との
張り合わせの精度を非常に厳密に行わなければならず、基板間のセルギャップを均一にす
ることが必要不可欠になっている。
【０００５】
このため保護膜に要求される上記のような諸特性を満たすと共に、下地基板であるカラー
フィルター表面の段差を平坦化することが可能な材料が望まれていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の目的は、上記の如き保護膜等に使用できる新規な硬化性組成物を提供すること
にある。
　本発明の他の目的は、保護膜として従来から要求される諸特性、具体的には、密着性、
表面硬度、透明性、耐熱性、耐光性、耐薬品性、耐水性などを満たすと共に、下地基板で
あるカラーフィルターの段差を平坦化することが可能である光デバイス用保護膜形成材料
として好適な硬化性組成物を提供することにある。
　

　本発明のさらに他の目的および利点は以下の説明から明らかになろう。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、（Ａ）下記式（１）
【化５】
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光デバイスの保護膜形成用である請求項４に記載の硬化性樹脂組成物。

および保護膜とその形成方法
および保護膜とその形成方法

本発明のさらに他の目的は、本発明の上記硬化性組成物から保護膜を形成する方法およ
び形成された該保護膜を提供することにある。



　
　
　
　
　
　
　
式中、Ｒ１ は、水素原子または炭素原子数１～５のアルキル基を示し、Ｒ２ は、水素原子
、メチル基またはエチル基を示しそしてｍは１～８の整数を示す、
で表される構造単位のみからなる重合体もしくは共重合体または上記式（１）で表わされ
る構造単位３０モル％以上と上記式（１）で表わされる構造単位以外の構造単位７０モル
％以下からなる共重合体、ここで、上記式（１）で表わされる構造単位以外の構造単位は
、

（メタ）アクリル酸メチル、（メ
タ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸－２－エチルヘ
キシル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシ クリル酸
ジシクロペンタニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニルオキシエチル、（メタ）ア
クリル酸イソボニ －メチルスチレン、ｐ－メチルスチレンおよびビニルナフタレン
よりなる群から選ばれる少なくとも１種の単量体 に由来する、
　（Ｂ）多価カルボン酸無水物および多価カルボン酸から選択される少なくとも１種の化
合物並びに
　（Ｃ）下記式（２）
【化６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、Ｒ３ とＲ４ は、互いに独立に、下記式（３）
【化７】
　
　
　
　
　
　
　
ここでＲ７ は水素原子、炭素数１～５の炭化水素基またはハロゲン原子である、
で表される基および下記式（４）
【化８】
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メタクリル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンに由来するか、またはメタク
リル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンと、

ル、ア

ル、α
と



　
　
　
　
　
　
　
ここでＲ７ の定義は上記に同じである、
で表される基よりなる群から選ばれる基であり、そしてＲ５ およびＲ６ は、互いに独立に
、水素原子、炭素数１～５の炭化水素基またはハロゲン原子である、
で表される、エポキシ基を有する化合物、
を含有してなることを特徴とする硬化性組成物によって達成される。
　本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第２に、
本発明の硬化性樹脂組成物の塗膜を基板上に形成し次いで加熱処理することを特徴とする
保護膜の形成方法によって達成される。
　本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第３に、
本発明の硬化性樹脂組成物が形成された保護膜によって達成される。
　以下、本発明の硬化性組成物について詳細に説明する。
【０００８】
＜成分（Ａ）＞
成分（Ａ）として用いられる特定の構造単位を特定の割合で含有する重合体または共重合
体（以下、「特定重合体」という。）は、上記式（１）で表される構造単位を含有してな
るものである。
上記式（１）において、ｍは１～８、好ましくは１～４の整数である。また、Ｒ 1は、水
素原子または炭素原子数が１～５の低級アルキル基である。この低級アルキル基は、直鎖
状および分岐鎖状の何れであってもよく、その具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ
－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基およびｎ－ペンチル基を挙げることができる。さらにＲ 2は水素原子、メ
チル基またはエチル基である。
【０００９】
式（１）で表される構造単位を導入するために使用される単量体（以下、「特定単量体」
ともいう。）としては、例えば（メタ）アクリル酸グリシジル、α－エチルアクリル酸グ
リシジル、α－ｎ－プロピルアクリル酸グリシジル、α－ｎ－ブチルアクリル酸グリシジ
ル、（メタ）アクリル酸－３ ,４－エポキシブチル、（メタ）アクリル酸－４ ,５－エポキ
シペンチル、（メタ）アクリル酸－６ ,７－エポキシヘプチル、α－エチルアクリル酸－
６ ,７－エポキシヘプチル等を挙げることができる。これらの中で、特に（メタ）アクリ
ル酸グリシジルが好ましい。これらの単量体は、単独でまたは２種以上を組み合わせて使
用することができる。
【００１０】
成分（Ａ）として用いられる特定重合体においては、上記式（１）で表される構造単位が
、特定重合体中に３０モル％以上の割合で含有されていることが必要とされ、好ましくは
４０～９５モル％、より好ましくは５０～８０モル％の割合で含有される。
【００１１】
　成分（Ａ）として用いられる特定重合体は、上記式（１）で表される構造単 外の構
造単位を、７０モル％以下、好ましくは５～６０モル％、特に好ましくは２０～５０モル
％の割合で含有 。
【００１２】
　式（１）で表される構造単位以外の構造単位を導入するための単量体（以下、「その他
の単量体」ともいう。）は、

（メタ）
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位以

するものである

メタクリル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンで
あるか、または、メタクリル酸ジシクロペンタニルおよび／またはスチレンと、



アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）ア
クリル酸－２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸シク
ロヘキシ クリル酸ジシクロペンタニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニルオ
キシエチル、（メタ）アクリル酸イソボニ －メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン
およびビニルナフタレン
【００１３】
成分（Ａ）として用いられる特定重合体の分子量は、得られる硬化性組成物の溶液を塗布
することにより、表面が平坦な塗膜を形成することが可能である限り特に限定されず、形
成する塗膜の厚さ、硬化性組成物の溶液の塗布条件、目的等に応じて適宜選択される。通
常、ポリスチレン換算重量平均分子量が２ ,０００～３００ ,０００の範囲にあるものが好
ましい。
【００１４】
　また、成分（Ａ） 定重合 、特定単量体とその他の単量体とのランダム共重合体
およびブロック共重合体のいずれであってもよい。好ましくはランダム共重合体である。
【００１５】
＜成分（Ｂ）＞
成分（Ｂ）として用いられる多価カルボン酸無水物または多価カルボン酸は、成分（Ａ）
として用いられる特定重合体の硬化剤として作用するものである。
【００１６】
多価カルボン酸無水物の具体例としては、無水イタコン酸、無水コハク酸、無水シトラコ
ン酸、無水ドデセニルコハク酸、無水トリカルバニル酸、無水マレイン酸、無水ヘキサヒ
ドロフタル酸、無水メチルテトラヒドロフタル酸、無水ハイミック酸等の脂肪族ジカルボ
ン酸無水物；１ ,２ ,３ ,４－ブタンテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタンテトラカ
ルボン酸二無水物等の脂環族多価カルボン酸二無水物；無水フタル酸、無水ピロメリット
酸、無水トリメリット酸、無水ベンゾフェノンテトラカルボン酸等の芳香族多価カルボン
酸無水物；エチレングリコールビス無水トリメリテート、グリセリントリス無水トリメリ
テート等のエステル基含有酸無水物を挙げることができる。これらのうち、芳香族多価カ
ルボン酸無水物、特に無水トリメリット酸の使用が、耐熱性の高い硬化膜が得られる点で
好ましい。
【００１７】
また、多価カルボン酸の具体例としては、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ブタンテ
トラカルボン酸、マレイン酸、イタコン酸等の脂肪族多価カルボン酸；ヘキサヒドロフタ
ル酸、１ ,２－シクロヘキサンジカルボン酸、１ ,２ ,４－シクロヘキサントリカルボン酸
、シクロペンタンテトラカルボン酸等の脂環族多価カルボン酸；フタル酸、イソフタル酸
、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、１ ,２ ,５ ,８－ナフタレンテトラカ
ルボン酸等の芳香族多価カルボン酸を挙げることができる。これらの中では、硬化性組成
物の反応性、形成される硬化膜の耐熱性等の観点から、芳香族多価カルボン酸が好適であ
る。
これらの多価カルボン酸無水物または多価カルボン酸は、単独でまたは２種以上を組み合
わせて用いることができる。
【００１８】
成分（Ｂ）の使用割合は、通常、成分（Ａ）１００重量部に対して、好ましくは１～１０
０重量部、より好ましくは１０～７０重量部である。成分（Ｂ）の割合が１重量部未満で
ある場合には、十分に高い架橋密度を有する硬化膜が得られ難く、当該硬化膜の各種耐性
が低下することがある。一方、成分（Ｂ）の割合が１００重量部を超える場合には、得ら
れる硬化膜中に未反応の成分（Ｂ）が多量に残存し易く、その結果、当該硬化膜の性質が
不安定なものとなったり、基体に対する硬化膜の密着性が低下したりすることがある。
【００１９】
＜成分（Ｃ）＞
本発明で用いられるエポキシ基を有する化合物（Ｃ）は、上記式（２）で表される。
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ル、ア
ル、α

よりなる群から選ばれる少なくとも１種との組合せからなる。

の特 体は



式（２）中、Ｒ 5、Ｒ 6およびＲ 7は、互いに独立に、水素原子、炭素原子数１～５の炭化
水素基またはハロゲン原子である。
【００２０】
炭素原子数１～５の炭化水素基としては、例えば直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基を
好ましいものとして挙げることができる。かかるアルキル基としては例えばメチル基、エ
チル基、ｎ－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｉｓ
ｏ－ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基等を挙げることができる。
また、ハロゲン原子としては例えばフッ素、塩素および臭素を好ましいものとして挙げる
ことができる。
【００２１】
本発明で用いられるエポキシ基を有する化合物（Ｃ）としては、下記化合物を例示するこ
とができる。
【００２２】
【化９】
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【００２３】
成分（Ｃ）の使用割合は、通常、成分（Ａ）１００重量部に対して、好ましくは５～１０
０重量部、より好ましくは１０～５０重量部である。成分（Ｃ）の使用割合が５重量部未
満の場合には、十分な平坦性を有する硬化膜が得られないことがある。一方、成分（Ｃ）
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の使用割合が１００重量部を超える場合には、硬化膜形成時に膜荒れが生じたり、あるい
は硬化膜の耐熱性が低下したりすることがある。
【００２４】
＜その他の成分＞
本発明の硬化性組成物は、上述した成分（Ａ）、成分（Ｂ）および成分（Ｃ）以外に、必
要に応じて、その他の成分として、例えばシランカップリング剤、硬化促進剤、界面活性
剤、紫外線吸収剤等が含有していてもよい。
【００２５】
［シランカップリング剤］
シランカップリング剤は、硬化膜とこれを形成すべき基体との密着性を向上させるために
使用されるものであり、カルボキシル基、メタクリロイル基、イソシアネート基、エポキ
シ基等の反応性置換基を有する官能性基含有アルコキシシラン化合物が用いられる。
【００２６】
このような官能性基含有アルコキシシラン化合物としては、例えばトリメトキシシリル安
息香酸、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン
、ビニルトリメトキシシラン、γ－イソシアナトプロピルトリエトキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３ ,４－エポキシシクロヘキシル）エチル
トリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルジエトキシシラン等を挙げることができ
る。これらは単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００２７】
シランカップリング剤の使用割合は、一般に、成分（Ａ）１００重量部に対して好ましく
は５０重量部以下、より好ましくは０ .１～３０重量部、さらに好ましくは５～２０重量
部である。シランカップリング剤の使用割合が０ .１未満である場合には、硬化膜とこれ
を形成すべき基体との間にシランカップリング剤を使用したことによる十分な密着性を与
える効果が得られない場合がある。一方、シランカップリング剤の使用割合が５０重量部
を超える場合には、得られる硬化膜の耐アルカリ性、耐溶剤性等が低下することがある。
【００２８】
［硬化促進剤］
硬化促進剤は、（Ａ）成分および（Ｃ）成分と（Ｂ）成分との反応を促進させるために使
用されるものであり、一般に２級窒素原子または３級窒素原子を含むヘテロ環構造を有す
る化合物が用いられる。
【００２９】
このような化合物の具体例としては、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、
ピラジン、ピリミジン、インドール、インダゾール、ベンズイミダゾール若しくはイソシ
アヌル酸またはこれらの誘導体等を挙げることができる。これらの中でも、２－メチルイ
ミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、２－ヘプタデシルイミダゾール、４
－メチル－２－フェニルイミダゾール、１－ベンジル－２－メチルイミダゾール、２－エ
チル－４－メチル－１－（２’－シアノエチル）イミダゾール、２－エチル－４－メチル
－１－［２’－（３” ,５”－ジアミノトリアジニル）エチル］イミダゾール、ベンズイ
ミダゾール等のイミダゾール誘導体が好適であり、最も好適には、２－エチル－４－メチ
ルイミダゾール、４－メチル－２－フェニルイミダゾール、１－ベンジル－２－メチルイ
ミダゾール等が使用される。
【００３０】
これらの化合物は、単独でまたは２種以上を組み合わせて用いることができる。
硬化促進剤は、成分（Ａ）１００重量部に対して、好ましくは０ .０１～１０重量部、特
に好ましくは０ .０５～５重量部の割合で使用される。
【００３１】
［界面活性剤］
界面活性剤としては、フッ素系界面活性剤およびシリコーン系界面活性剤を好適に用いる
ことができる。
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フッ素系界面活性剤としては、末端、主鎖および側鎖の少なくとも何れかの部位にフルオ
ロアルキルまたはフルオロアルキレン基を有する化合物を好適に用いることができる。そ
の具体例としては、１ ,１ ,２ ,２－テトラフロロオクチル（１ ,１ ,２ ,２－テトラフロロプ
ロピル）エーテル、１ ,１ ,２ ,２－テトラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチ
レングリコールジ（１ ,１ ,２ ,２－テトラフロロブチル）エーテル、ヘキサエチレングリ
コール（１ ,１ ,２ ,２ ,３ ,３－ヘキサフロロペンチル）エーテル、オクタプロピレングリ
コールジ（１ ,１ ,２ ,２－テトラフロロブチル）エーテル、ヘキサプロピレングリコール
ジ（１ ,１ ,２ ,２ ,３ ,３－ヘキサフロロペンチル）エーテル、パーフロロドデシルスルホ
ン酸ナトリウム、１ ,１ ,２ ,２ ,８ ,８ ,９ ,９ ,１０ ,１０－デカフロロドデカン、１ ,１ ,２ ,
２ ,３ ,３－ヘキサフロロデカン、フルオロアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、フル
オロアルキルオキシエチレンエーテル、ジグリセリンテトラキスフルオロアルキルアンモ
ニウムヨージド、フルオロアルキルポリオキシエチレンエーテル、パーフルオロアルキル
ポリオキシエタノール、パーフルオロアルキルアルコキシレート、フッ素系アルキルエス
テル等を挙げることができる。また、これらの市販品としては、ＢＭ－１０００、ＢＭ－
１１００（以上、ＢＭ　Ｃｈｅｍｉｅ社製）、メガファックＦ１４２Ｄ、同Ｆ１７２、同
Ｆ１７３、同Ｆ１８３、同Ｆ１７８、同Ｆ１９１、同Ｆ４７１、（以上、大日本インキ化
学工業（株）製）、フロラードＦＣ－１７０Ｃ、ＦＣ－１７１、ＦＣ－４３０、ＦＣ－４
３１（以上、住友スリーエム（株））等を挙げることができる。
【００３２】
またシリコーン系界面活性剤としては、例えばトーレシリコーンＤＣ３ＰＡ、同ＤＣ７Ｐ
Ａ、同ＳＨ１１ＰＡ、同ＳＨ２１ＰＡ、同ＳＨ２８ＰＡ、同ＳＨ２９ＰＡ、同ＳＨ３０Ｐ
Ａ（以上、トーレシリコーン（株）製）、ＴＳＦ－４４４０、ＴＳＦ－４３００、ＴＳＦ
－４４４５、ＴＳＦ－４４４６、ＴＳＦ－４４６０、ＴＳＦ－４４５２（以上、東芝シリ
コーン（株）製）等の商品名で市販されているものを挙げることができる。
【００３３】
これらの界面活性剤は単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
界面活性剤の使用割合は、その種類や硬化性組成物を構成する各成分の種類や割合等によ
っても異なるが、一般に、成分（Ａ）１００重量部に対して、好ましくは１０重量部以下
、特に好ましくは０ .０００１～５重量部の範囲で使用される。
【００３４】
本発明の硬化性組成物は、上記の成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（Ｃ）および必要に応じ
て含有されるその他の成分を均一に混合することによって調製されるが、通常、各成分を
有機溶剤に溶解して組成物溶液として調製される。
【００３５】
この組成物溶液を調製するために用いられる有機溶剤としては、各成分を均一に溶解させ
ることができ、かつ、各成分と反応しないものであれば特に制限されないが、一般的には
、塗膜を形成し易い点で、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール
モノエチルエーテル等のグリコールエーテル類；メチルセロソルブアセテート、エチルセ
ロソルブアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート等のエチレング
リコールアルキルエーテルアセテート類；  ジエチレングリコールモノメチルエーテル、
ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジ
エチレングリコールジエチルエーテル等のジエチレングリコール類；プロピレングリコー
ルメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、プロピ
レングリコールプロピルエーテルアセテート等のプロピレングリコールアルキルエーテル
アセテート類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；メチルエチルケトン、シクロ
ヘキサノン、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、メチルアミルケトン等のケ
トン類；２－ヒドロキシプロピオン酸エチル、２－ヒドロキシ－２－メチルプロピオン酸
エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、２－ヒドロキシ－３－メチルブタ
ン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸エチル、３－
エトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ブチ
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ル、乳酸メチル、乳酸エチル等のエステル類を用いることができる。これらの溶剤は、単
独でまたは２種類以上を組み合わせて使用することができる。
【００３６】
また、成分（Ａ）、成分（Ｃ）と、成分（Ｂ）として用いられる多価カルボン酸無水物ま
たは多価カルボン酸とは、互いに反応し易いので、それぞれを別個の溶液として調製し、
使用する直前にこれらの溶液を所定の割合で均一に混合することが好ましい。この場合に
は、成分（Ａ）、成分（Ｃ）およびその他の成分を第１溶液として調製し、一方、成分（
Ｂ）を第２溶液として調製することが好ましい。
【００３７】
組成物溶液における硬化性組成物の濃度は、特に制限されず、使用目的に応じて適宜選定
することができる。例えば、前記第１溶液および第２溶液として調製する場合には、第１
溶液においては、成分（Ａ）の濃度が５～５０重量％、特に１０～４０重量％となるよう
に溶剤で希釈することが好ましく、一方、第２溶液においては、成分（Ｂ）の濃度が１０
～５０重量％、特に１５～４０重量％になるよう溶剤で希釈することが好ましい。
【００３８】
本発明の硬化性組成物を用いることにより、例えば次のようにして硬化膜を形成すること
ができる。
すなわち、調製された組成物溶液を、硬化膜を形成すべき基体の表面に塗布し、予備焼成
を行うことにより溶剤を除去して硬化性組成物の塗膜を形成し、その後、本焼成を行うこ
とにより、硬化膜とする。
【００３９】
以上において、組成物溶液の塗布方法としては、特に限定されず、例えばスプレー法、ロ
ールコート法、回転塗布法等の各種の方法を採用することができる。
予備焼成の条件は、組成物溶液の各成分の種類、使用割合等によっても異なるが、通常、
６０～１２０℃で、０ .５～２０分間程度である。
予備焼成後の本焼成の条件は、１５０～２５０℃で０ .２～２ .０時間程度である。
また、予備焼成および本焼成は、それぞれ１段階または２段階以上の工程を組み合わせと
して行うことができる。
【００４０】
本発明の硬化性組成物により形成される硬化膜は、以下の実施例から明らかなように、各
種の物性に優れたものであり、例えばＬＣＤ用カラーフィルターおよびＣＣＤ用カラーフ
ィルターに用いられる保護膜として極めて好適である。
【００４１】
【実施例】
以下、実施例によって本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
【００４２】
〈特定重合体の合成〉
合成例１
特定単量体としてグリシジルメタクリレート７０重量部およびその他の単量体としてスチ
レン３０重量部を用い、これらの単量体をエチルカルビトールアセテート３００重量部中
に添加混合した。この混合単量体溶液中に、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリ
ル（ＡＩＢＮ）０ .５重量部を添加した後、８０℃で３時間の条件で混合単量体を重合さ
せることにより、特定重合体（Ａ１）の濃度が２５重量％である重合体溶液（Ｓ１）を得
た。
特定重合体（Ａ１）における上記式（１）で表される構造単位の含有割合は、６３モル％
であった。
【００４３】
合成例２
特定単量体としてグリシジルメタクリレート７０重量部およびその他の単量体としてジシ
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クロペンタニルメタクリレート３０重量部を用い、これらの単量体をエチルカルビトール
アセテート３００重量部中に添加混合した。この混合単量体溶液中に、重合開始剤として
アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）０ .５重量部を添加した後、８０℃で３時間の
条件で混合単量体を重合させることにより、特定重合体（Ａ２）の濃度が２５重量％であ
る重合体溶液（Ｓ２）を得た。
特定重合体（Ａ１）における上記式（１）で表される構造単位の含有割合は、７８モル％
であった。
【００４４】
実施例１
上記重合体溶液（Ｓ１）１００重量部（特定重合体（Ａ１）２５重量部）をエチルカルビ
トールアセテート２５重量部で希釈した後、この溶液１００重量部（特定重合体（Ａ１）
２０重量部）中に、成分（Ｂ）として無水トリメリット酸４重量部、成分（Ｃ）として前
記化合物 [Ｃ－１ ]を５重量部、シランカップリング剤としてβ－（３ ,４－エポキシシク
ロヘキシル）エチルトリメトキシシラン６重量部、硬化促進剤として１－ベンジル－２－
メチルイミダゾール０ .１重量部および界面活性剤としてフッ素系界面活性剤「メガファ
ックＦ１７２（大日本インキ化学工業（株）製）」０ .０１重量部を添加し、十分に攪拌
することにより、本発明の硬化性組成物を得た。
【００４５】
［保護膜の形成］
（１）ガラス基板上に、スピンコーターを用いて、上記の硬化性組成物を膜厚が２μｍと
なるように塗布し、ホットプレートにより８０℃で３分間の条件で予備焼成を行って塗膜
を形成した。次いで、形成された塗膜をクリーンオーブン中で、２５０℃で１時間の条件
で本焼成を行うことにより、ガラス基板上に保護膜を形成した。
（２）ガラス基板「コーニング＃７０５９（ダクラス　ダウコーニング社製）」上に、ゼ
ラチンと重クロム酸カリウム溶液とを用いて、染色法によりストライプ状の赤、青、緑の
３色のカラーフィルターを形成した（ストライプ幅１５０μｍ）。このカラーフィルター
が形成された基板の表面の凹凸を、「α－ステップ」（テンコール社製）を用いて調べた
ところ、１ .０μｍであった。この基板に形成されたカラーフィルター上に、上記（１）
と同様にして、硬化性組成物の塗布、予備焼成および本焼成を行うことにより、保護膜を
形成した。
【００４６】
［保護膜の評価］
密着性
ＪＩＳ　Ｋ－５４００（１９００）８ .５の付着性試験のうち、８ .５・２碁盤目テープ法
に従って、上記（１）および（２）により形成された保護膜に１００個の碁盤目をカッタ
ーナイフで形成して密着性試験を行い、剥離した碁盤目の数を測定し、次の基準により保
護膜の密着性について評価した。
○：剥離した碁盤目の数５個以下
△：剥離した碁盤目の数６～４９個
×：剥離した碁盤目の数５０個以上
【００４７】
表面硬度
ＪＩＳ　Ｋ－５４００（１９９０）８ .４の鉛筆引っかき試験のうち、８ .４・１の試験法
に準拠し、上記（１）により形成された保護膜について鉛筆引っかき試験を行い、保護膜
の表面硬度の評価を行った。
【００４８】
耐酸性
上記（１）により保護膜が形成されたガラス基板を、２０重量％塩化水素水溶液中に４０
℃で１０分間浸漬した後、保護膜の外観の変化を調べることにより、保護膜の耐酸性の評
価を行った。
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【００４９】
耐アルカリ性
上記（１）により保護膜が形成されたガラス基板を、１０重量％水酸化ナトリウム水溶液
中に４０℃で６０分間浸漬した後、保護膜の外観の変化を調べることにより、保護膜の耐
アルカリ性の評価を行った。
【００５０】
耐熱性
上記（１）により保護膜が形成されたガラス基板について、波長４００～７００ｎｍにお
ける透過スペクトルを測定し、その後、この基板をクリーンオーブン中にて２５０℃で６
０分間加熱した後、波長４００～７００ｎｍにおける透過スペクトルを測定し、加熱前後
における透過スペクトルの変化を調べ、下記の基準により、保護膜の耐熱性を評価した。
評価基準は次のとおりである。
○：透過スペクトルの変化が１％以内
×：透過スペクトルの変化が１％以上
【００５１】
平坦化性
上記（２）により形成された保護膜の表面の凹凸を、「α－ステップ」を用いて調べ、下
記の基準により、平坦化性を評価した。
○：保護膜形成後のカラーフィルターの表面の凹凸が０ .１μｍ未満
△：保護膜形成後のカラーフィルターの表面の凹凸が０ .１～０ .５μｍ
×：保護膜形成後のカラーフィルターの表面の凹凸が０ .５越える
以上、評価結果を表１に示す。
【００５２】
実施例２
　上記重合体溶液（Ｓ１）１００重量部（特定重合体（Ａ１）２５重量部）をエチルカル
ビトールアセテート２５重量部で希釈した後、この溶液１００重量部（特定重合体

２０重量部）中に、成分（Ｂ）としてトリメリット酸４重量部、成分（Ｃ）として前記
化合物 [Ｃ－１ ]を５重量部、および、シランカップリング剤としてγ－グリシドキシプロ
ピルトリメトキシシラン５重量部、硬化促進剤として１－ベンジル－２－メチルイミダゾ
ール０ .１重量部、並びに界面活性剤としてシリコーン系界面活性剤「ＳＨ２９ＰＡ（ト
ーレシリコーン（株）製）」０．０１重量部を添加し、十分に撹拌することにより、本発
明の硬化性組成物を得た。
　この硬化性組成物について、実施例１と同様にして評価を行った。結果を表１に示す。
【００５３】
実施例３
実施例２において重合体溶液（Ｓ 1）１００重量部（特定重合体（Ａ１）２５重量部）を
重合体溶液（Ｓ２）１００重量部（特定重合体（Ａ２）２５重量部）にかえた以外は実施
例２と同様に硬化性組成物を得た。
この硬化性組成物について、実施例１と同様にして評価を行った。結果を表１に示す。
【００５４】
比較例１
成分（Ｃ）を用いなかったこと以外は実施例１と同様にして比較用の硬化性組成物を得、
その評価を行った。結果を表１に示す。
【００５５】
【表１】
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【００５６】
【発明の効果】
本発明の硬化性組成物によれば、表面の平坦性が低い基体であっても、当該基体上に、平
坦性が高い硬化膜を形成することができ、しかも、表面硬度が高く、耐熱性、耐酸性、耐
アルカリ性などの各種の耐性に優れた硬化膜を形成することができる。
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